
令和８（2026）年度 東京都立高等学校海外帰国生徒対象 募集要項 

９月入学生徒（現地校出身者対象） 

                  （志願者配布用） 
1 募集高等学校 

東京都立三田高等学校 〠108-0073 東京都港区三田１－４－46    ☎ 0 3－3453－1991 

東京都立竹早高等学校 〠112-0002 東京都文京区小石川４－２－１☎ 0 3－3811－6961 

東京都立日野台高等学校 〠191-0061 東京都日野市大坂上４－16－１ ☎ 042－5 8 2－2511 

東京都立国際高等学校 〠153-0041 東京都目黒区駒場２－19－59  ☎ 0 3－3468－6811 

 
2 募 集 人 員 

東京都立三田高等学校   ２名 

東京都立竹早高等学校   ２名 

東京都立日野台高等学校  ２名 

東京都立国際高等学校      海外帰国生徒（現地校出身者・インターナショナルスクール

出身者）及び在京外国人生徒等合わせて 10 名 

 

3 応 募 資 格 

※ 「東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」は東京都教育委員会のホームページで確 

認してください。 

※ 応募資格については、出願の前に必ず志願校に連絡して、事前審査を受けてくださ 

い。 

※ 応募資格を確認した後、「応募資格確認証」を発行します。出願時に添付してくださ 

い。 

海外帰国生徒対象の９月入学生徒の選抜に志願することができる者は、日本国籍を有し

し、次の（1）から（3）までの全てに該当する者で、平成 23（2011）年４月１日以前に

出生した者とする｡ 

なお、 既に実施された令和８年度東京都立高等学校入学者選抜に応募した者の出願は

認めない。 

（1）高等学校、特別支援学校の高等部、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に 

  在籍していない者で、令和８年４月１日から同年８月 31 日までの間に、現地校(10 

  年の課程を含む｡）を修了する見込みの者又は修了した者 

（2）保護者（本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがい 

  ない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人 

をいう。以下、本募集要項において同じ｡）に伴って海外に在住している者又は在住 

していた者（保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴って海外に在住 

している者又は在住していた者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母 

は海外又は都内に在住している場合に限る｡） 



 

（3）保護者（保護者が父母の場合は、父母のどちらか一方でよい｡ただし、本人と同居 

  していない父又は母は海外又は都内に在住している場合に限る｡）に伴った外国にお 

ける連続した在住期間が２年以上の者（連続した２箇学年の課程を修了する見込み 

の者を含む｡）で、保護者とともに都内に住所を有する者又は入学日までに住所を 

有することが確実な者のうち、入学後も引き続き都内から通学する者。ただし、都 

内に志願者と同居する保護者については以下の場合も含む。 

ア 保護者が父母である場合､ 父母のどちらか一方が特別の事情により帰国でき

ないときは､ 父又は母のどちらか一方が帰国し、都内に志願者と同居すれば

よい｡ 

イ 特別の事情により保護者が帰国できず、志願者のみが帰国する場合は､ 保護

者に代わる都内在住の身元引受人がいて､ かつ､ 保護者（保護者が父母であ

る場合は、父又は母のどちらか一方でよい｡）が志願者の入学後１年以内に帰

国し､ 都内に志願者と同居することが確実であること｡ 

 

4 出願手続等 

（1）提出期間 

令和８年７月１日（水） 午前９時～午後３時 

７月２日（木） 午前９時～正午 

（2）出願に要する書類等 

ア 入学願書 （所定の用紙） 

イ 自己ＰＲカード （所定の用紙） 

    ウ 応募資格確認証 

エ 志願者及び保護者が海外に在住したまま出願する場合は､帰国等に関する申 

立書（所定の用紙） 

オ 海外における最終学校の成績証明書又はこれに代わるもの（現地校を修了し 

たことが分かる卒業証明書等） 

カ 保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により帰国でき 

ないときは､ 理由書（所定の用紙）及び父母のどちらか一方が帰国できない 

理由を証明する書類（海外における勤務証明書等） 

キ 特別の事情により保護者が帰国できず、志願者のみが帰国する場合は､ 保護 

者に代わる身元引受人の身元引受人承諾書 （所定の用紙）及び保護者が帰 

国できない理由を証明する書類（海外における勤務証明書等） 

ク その他海外生活を証明する書類等で当該都立高校の校長が必要とするもの 

〔海外在留証明書、海外勤務証明書、生活の記録、住民票記載事項証明書、海 

外在留者提出書類等〕 



（3）入学考査料 

２,２００円 

志願する都立高校の経営企画室 （事務室）の窓口において、現金で納付する｡ただ

し納付されたものは還付しない｡ 

（4）書類等の提出 

ア 志願する都立高校の校長に提出する｡ ただし､ 郵送による出願は受け付けな

い｡ 

イ 入学願書提出後の記載事項の変更は認めない｡ 

（5）受検票の交付 

入学願書等を受け付けた都立高校の校長が､ 受検票を交付する｡ 

 

5 検 査 等 

（1）検査内容 

作文及び面接とする。なお言語については、それぞれの検査において日本語又は英 

語を選択することができる。 

（2）検査日及び集合時刻 

令和８年７月８日（水）  集合 午前８時 30 分 

（3）時間割 

第１時限 作文 午前９時 00 分～午前９時 50 分（50 分）  

第２時限 面接 午前 10 時 10 分～  

（4）検査会場 

受検票により指定する｡ 

 

6 合格者の発表 

（1）日 時 

令和８年７月 13 日（月） 午前９時 

（2）場 所 

入学願書提出校において校内に掲示する。また、合格者の発表日時以降、合格者の 

  受検番号の一覧を当該都立高校のホームページへ掲載する。 

（3）合格通知書の交付 

合格者には､ 合格通知書を交付する｡ 

（4）合格通知書の交付期間 

下記７の入学手続期間中とする。 

 

 
 
 



7 入学手続期間 

 令和８年７月 13 日（月） 午前９時～午後３時 

７月 14 日（火） 午前９時～正午 

 合格者は､ 上記の期間内に経営企画室（事務室）窓口で､ 入学確約書を提出し､所定の 

納付書により､ 納付期間内（合格発表日の翌日から起算して５日以内｡ ただし５日目が

土・日・祝日に当たる場合は金融機関等の翌営業日）に入学料５,６５０円を納付書裏面に

記載の納付場所で納付しなければならない｡ 

入学手続期間内に入学確約書を提出しない者は､ 合格を放棄したものとみなす｡ 

 また､ 入学料の納付がない場合､ 入学確約書は無効となる｡ 

 
8 そ の 他 

（1）応募資格に違反し､ 又は必要書類の重要事項の誤記・不備その他事実に反する記 

  載により入学したと認められる者は､ 入学を取り消すものとする｡ 

（2）９月入学生徒の選抜に出願する者は、国際バカロレアコースの９月入学生徒の選    

  抜に併せて出願及び受検することができる。ただし、国際バカロレアコースの選抜

の合格者は、海外帰国生徒対象の選抜における選考の対象としない。 

（3）所定用紙等の配布 

令和８年６月５日（金） 以降に､ 志願校において受け取ること｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


